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議  題  １ 平成２７年１２月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【山田昌紀議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

 ここで、議長からご挨拶をお願いいたします。 

○議長【越水清議員】  おはようございます。先ほども皆さんとお話ししたん

ですけれども、ことしもあと４０日を切っております。朝夕大分冷え込んでまい

りました。どうぞ皆さん、お体にお気をつけて。この後、１１月３０日、あと６

日後ですね、１２月定例会が始まります。どうぞ議会運営について、本日の議会

運営委員会、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、総務部長から、ご挨拶及び執行者側の議案

説明をお願いいたします。 

○総務部長【小林博己】  おはようございます。 

 本日は、１１月３０日月曜日に招集いたします１２月定例会の市長提出議案等

について説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。着座で失礼

いたします。 

 １２月定例会に提出いたします議案といたしましては、条例の制定議案が１件、

条例の一部改正議案が３件、補正予算議案が４件、その他の議案が２件、また、

報告案件が３件、合計１３件を予定してございます。 

 条例の制定１議案についてでございます。 

○議案第５３号 伊勢原市行政不服審査法施行条例の制定について 

 まず初めに、議案書の１ページをごらんください。改正行政不服審査法の施行

に伴いまして、第三者機関の設置等について定める必要があるため、提案するも

のでございます。 

 ２ページから６ページが条例案となってございますので、ご確認いただきます

ようお願い申し上げます。 

○議案第５４号 伊勢原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

        利用に関する条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、１０ページをお開きください。こちらにつきましては、マイナン

バー法に係る庁内連携において利用する事務及び特定個人情報について追加する

必要があるため、提案するものでございます。 

 １１ページ、１２ページに改正条例案、１３ページ、１４ページに新旧対照表

を掲載してございますので、ご確認くださるようお願い申し上げます。 

○議案第５５号 伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について 

 続きまして、１５ページでございます。平成２７年度の税制改正に対する内容
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といたしましては、３月に専決処分をさせていただきまして、その承認について

は臨時会でお願いしたところでございますけれども、それ以外の平成２７年度の

税制改正に関して、所要の措置を講ずる必要が生じたため、提案するものでござ

います。 

 ７３ページから７９ページに改正の要旨を記載してございます。この改正の要

旨をごらんいただければと思いますけれども、まず、徴収猶予制度の見直しとい

うのがございます。これまでも税の滞納をしている方々に対しては分割納付とい

うことで手続していたわけですけれども、実はその分割納付について、税法上の

規定が整備されてなかったということで、ここで新たに分割、いわゆる納税猶予

をする方に対する手続が法的に定められたということで、それを受けまして、市

税条例も改正するというような内容となってございます。 

 続きまして、個人住民税につきましては、消費税の増税に伴いまして、住宅の

借入金等特別控除適用期限が時限を限られた中で規定されておりましたけれども、

それが延長されるということでございます。 

 ２つ目の寄附金税額控除、ふるさと納税に係る申告の特例制度の創設。こちら

につきましては、給与所得のみの方につきましては、いわゆるワンストップで寄

附金、ふるさと納税ができるということで、申し出をすれば、申告をせずにふる

さと納税の税額控除が受けられるというような制度の創設でございます。 

 それから、固定資産税については、わがまち特例適用対象固定資産の追加に伴

う特例割合の創設ということでございます。いわゆるサービスつき高齢者住宅に

関する税制の優遇制度でございます。わがまち特例の適用ということで、市の条

例上定められるというようなことになってございますけれども、本市の場合、参

酌基準の３分の２を適用するという改正でございます。 

 ７４ページ、軽自動車税については、グリーン化特例措置の創設など特例税率

の創設ということでございまして、グリーン化特例措置の創設に伴いまして税率

を定めるという規定でございます。 

 続きまして、７６ページの市たばこ税でございます。税率の特例措置の廃止及

び税率改正に伴う経過措置の創設ということで、いわゆる旧３級品の制度たばこ

に係る税率を今後４年間に分けて引き上げていくという経過措置を創設するとい

うものでございます。 

 それから、その他の１つ目といたしまして、引用法律の改正に伴う条ずれ等に

よる規定事項の整理。 

 また、２つ目といたしまして、行政手続における、いわゆるマイナンバー法の

施行に伴いまして、個人番号及び法人番号の利用に関する規定の事項の整理をす

るもの。 

 それから、７８ページに参りまして、３番目、市税の減免手続の申請期限の延

長措置に伴う規定の事務ということで、市税の減免手続に係る申請期限、現行の

期限前７日から、それを納付期限までということで期間を延長するという措置を
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講じます。 

 ４点目といたしましては、規定条文の繰り上げ措置を行うというものでござい

ます。７９ページにおきましては、第２条の規定による改正ということで、実は

軽自動車税に対しては、平成２６年度におきまして一部改正を行ってございまし

た。平成２６年度の一部改正を行いましたことから、今回の、その後に措置され

たグリーン化特例の措置の対応を図る必要があるということで、第２条によって、

平成２６年度の一部改正の条例改正をさせていただくということでございます。 

 以上が、市税条例の一部を改正する条例についての説明でございます。 

 １６ページから４２ページに改正条例案、４３ページから７２ページまで新旧

対照表が掲載してございますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

○議案第５６号 伊勢原市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、８０ページをお開きいただきたいと思います。鈴川公園の改修整

備に伴いまして、テニスコートの使用料の額を改正する必要があるため、提案す

るものでございます。 

 ８１ページに改正条例案、８２ページに新旧対照表を掲載してございます。ご

確認くださるようお願い申し上げます。 

 続きまして、補正予算４議案についてご説明させていただきます。 

○議案第５７号 平成２７年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 

 別冊のクリーム色の補正予算及び予算説明書をごらんいただきたいと思います。

３ページをごらんください。この補正予算につきましては、歳入歳出予算、債務

負担行為、地方債の補正を行うものでございます。歳入歳出予算の補正につきま

しては、既定の予算総額に５億３０１９万４０００円を追加いたしまして、歳入

歳出予算の総額を３０８億６２９８万２０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、事務事業執行に当たり必要となった経費の追加、また、

前年度決算に基づく精算及び普通交付税の交付決定等に伴う一般財源の整理とな

ってございます。 

 歳出予算の補正の内容につきまして、ご説明を申し上げます。２６ページをお

開きください。２款総務費、１項総務管理費における財政調整基金積立金１億９

７１９万７０００円の追加につきましては、今回の歳入歳出予算の補正により生

じます一般財源の残余につきまして、財政調整基金に積み立てるものでございま

す。国県支出金等精算返納金３１９９万２０００円につきましては、平成２６年

度に歳入いたしました障害者自立支援給付費などに係る国県支出金の精算に伴う

ものでございます。 

 ２款総務費、２項徴税費における賦課徴収事務費１７２万８０００円の追加、

こちらにつきましては、軽自動車に係る税制改正に伴います電算システム改修費

用でございます。続きまして、市税過誤納還付金及び加算金１億５２３０万円の

追加、こちらにつきましては、東高森団地の固定資産税課税誤り等に伴う還付金

の追加によるものでございます。 
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 ２款総務費、４項選挙費、選挙管理委員会運営費２５２万６０００円の追加、

こちらにつきましては、選挙権年齢１８歳に引き下げに伴います電算システムの

改修費用でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、障害者自立支援給付費８９４４万４０００円の

追加、こちらにつきましては、サービス利用者の増加等に伴うものでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、２８、２９ページ。３款民生費、２項児童

福祉費でございます。児童扶養手当支給事業費４００万円の追加、こちらは支給

単価の増等に伴うものでございます。障害児通所支援事業費１１９１万８０００

円の追加、こちらにつきましては、サービス利用者の増等に伴うものでございま

す。子ども・子育て支援給付費３６８４万円の追加につきましては、給付単価の

増、また、利用者負担の減等に伴うものでございます。また、２目保育所費の子

ども・子育て支援給付費３８８３万４０００円の追加、こちらにつきましては、

給付単価の増、また、低年齢児の増等に伴うものでございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費における農業経営基盤強化対策事業費７１３万

８０００円の追加につきましては、地域の担い手等に対する農地の集積・集約化

を図る事業でございまして、県補助１０分の１０で執行するものでございます。 

 ７款土木費、４項都市計画費、下水道事業特別会計繰出金４３７２万３０００

円の減額、こちらにつきましては、平成２６年度決算に基づきまして精算を行う

ものでございます。 

 続きまして、歳入の補正内容につきましてご説明をいたします。 

 恐縮ですが、２０ページにお戻りいただきたいと思います。１０款地方交付税、

１項地方交付税における普通交付税１億３９１３万１０００円の追加、これは交

付額の決定に伴うものでございます。 

 続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金、１５款県

支出金、１項県負担金につきましては、歳出補正の制度上の財源でございます。

歳出の事業名と対比していただければ、ご理解いただけると思いますけれども、

対比いたしまして、わかりづらいものといたしましては、１４款国庫支出金、２

項国庫補助金、地域生活支援事業費補助金４９２万６０００円の追加、あと、 

１５款県支出金、２項県補助金における地域生活支援事業費補助金２４６万３０

００円の追加、こちらにつきましては、２６ページの歳出におきます障害者自立

支援給付費、こちらの財源でございます。一番下段のところです。８９４４万４

０００円、こちらの財源が以上の２つになります。それから、歳入のほうの１５

款県支出金、２項県補助金、機構農地集積協力金７１３万８０００円、こちらの

計上につきましては、２９ページの歳出における農業経営基盤強化対策事業費と

いうことで、先ほど１０分の１０で執行すると言ったものの財源となってござい

ます。 

 恐れ入ります、再び２１ページにお戻りいただきまして、１５款県支出金、３

項委託金における選挙人名簿システム改修委託金、２３ページですね、１２６万
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２０００円の計上につきましては、選挙管理委員会の運営費の追加ということで、

２８ページに記載されている事業の財源となってございます。 

 それから、歳入のほうにお戻りいただきまして、１８款繰入金、１項特別会計

繰入金におきます介護保険事業特別会計繰入金６７１５万円の追加、こちらにつ

きましては、平成２６年度決算に基づく精算になります。 

 また、２項基金繰入金におきまして、当初予算及び補正予算に計上いたしまし

た財政調整基金繰入金１億６３２７万８０００円、こちらにつきましては全額減

額いたします。 

 ２４、２５ページになります。１９款繰越金、１項繰越金における前年度繰越

金４億３１万４０００円の追加、こちらにつきましては、平成２６年度決算にお

ける実質収支額のうち予算未計上分を全額計上するものでございます。 

 ２０款諸収入、５項雑入におきましては、説明欄記載事業の平成２６年度に歳

入した国県支出金を精算することによる歳入の追加をするものでございます。 

 ２１款市債、第１項市債における臨時財政対策債２６６０万円の減額、こちら

につきましては、普通交付税の交付決定に伴う発行可能額の決定に伴うものでご

ざいます。 

 恐縮ですけれども、１１ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行

為の補正になります。こちらにつきましては、本定例会へ提案をしております伊

勢原市総合運動公園ほか３公園の指定管理者を更新するため、債務負担行為の期

間と限度額を設定するものでございます。 

 おめくりいただきまして、１２、１３ページをごらんください。地方債の補正

でございます。臨時財政対策債の減額に伴いまして、起債の限度額を変更するも

のでございます。 

 以上が一般会計になります。 

○議案第５８号 平成２７年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

        １号） 

 ４５ページをお開きいただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出予算

の補正を行うもので、既定の予算総額に１２８４万４０００円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を１２０億７５８４万４０００円とするものでございま

す。 

 ５８、５９ページをごらんいただきたいと思います。歳出予算の補正の内容に

つきましては、３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等における後期

高齢者支援金２３０万７０００円の追加、４款前期高齢者納付金等、１項前期高

齢者納付金等における前期高齢者納付金２１万７０００円の追加、こちらにつき

ましては、平成２７年度の支払い金額の確定に伴うものでございます。 

 １１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における一般被保険者保険税還付

金１０３２万円の追加、こちらにつきましては、東高森団地の固定資産税課税誤

りに伴うものの追加でございます。 
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 ５６、５７ページをごらんください。歳入予算の補正の内容でございます。第

３款国庫支出金、第１項国庫負担金における現年度療養給付費等国庫負担金７３

万８０００円の追加及び第６款県支出金、第２項県補助金における県財政調整交

付金１８万４０００円の追加、こちらにつきましては、後期高齢者の増額補正に

伴うものでございます。 

 １０款繰越金、１項繰越金におけるその他繰越金１１９２万２０００円の追加

につきましては、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び一般被保険者保険税

還付金の増額補正に伴うものでございます。 

○議案第５９号 平成２７年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 ６３ページをごらんください。この補正予算につきましては、平成２６年度決

算に基づく精算を行うものでございます。 

 ７２、７３ページをごらんください。５款繰越金、１項繰越金における前年度

繰越金４３７２万３０００円の追加、また、４款繰入金、１項他会計繰入金に同

額の一般会計繰入金を減額するものでございまして、予算の総額に変更はござい

ません。 

○議案第６０号  平成２７年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第２  

        号） 

 続きまして、７７ページでございます。この補正予算につきましては、歳入歳

出予算の補正を行うもので、既定の予算総額に２億３７９３万９０００円追加い

たしまして、歳入歳出予算の総額を６６億１４９３万９０００円とするものでご

ざいます。 

 ８８ページ、８９ページになります。歳出予算の補正の内容でございます。４

款基金積立金、１項基金積立金における介護給付準備基金積立金１億３５６０万

８０００円の追加、こちらにつきましては、平成２６年度における介護給付準備

基金繰入金の余剰金が確定したことに伴う追加でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における償還金３５１８万１０００

円の追加につきましては、平成２６年度の交付を受けました国県支出金等の精算

に伴いまして、一部返還が必要となりましたことから追加をするものでございま

す。 

 ６款諸支出金、２項繰出金における一般会計繰出金６７１５万円の追加でござ

います。こちらにつきましては、平成２６年度における一般会計繰入金の余剰額

が確定したことに伴うものでございます。 

 ８６、８７ページにお戻りいただきたいと思います。歳入予算の補正の内容で

ございます。２款国庫支出金、２項国庫補助金における過年度分地域支援事業交

付金１４８万１０００円の追加及び７款繰越金、１項繰越金における前年度繰越

金２億３６４５万８０００円の追加につきましては、平成２６年度の実質収支が

確定したことに伴うものでございます。 

 議案書のほうにお戻りいただきまして、その他の議案２議案についてご説明を
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させていただきます。 

○議案第６１号 伊勢原市市民農園の指定管理者の指定について 

 議案書の８３ページをごらんください。１１月４日に指定管理者候補者選定委

員会を開催いたしまして、株式会社アグリメディアを市民農園の指定管理者の候

補者に選定いたしましたので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提

案するものでございます。 

○議案第６２号 伊勢市総合運動公園ほか３公園の指定管理者の指定について 

 続きまして、８５ページになります。同じく１１月４日に指定管理者候補者選

定委員会を開催いたしまして、元気な伊勢原づくり共同事業体を総合運動公園ほ

か３公園の指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法の規定によ

り提案するものでございます。 

 次に、報告案件３件でございます。 

○報告第２４号 伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関 

        する条例の一部を改正する条例について 

 ８７ページ。こちらにつきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、条例中に引用する

条項を整理する必要が生じたため、市長の専決事項の指定に基づき専決処分をし

たものでございます。 

 ８８ページに専決処分書、８９から９４ページまでに改正条例、９５ページか

ら１０３ページまでに新旧対照表を掲載しておりますので、ご確認くださるよう

お願い申し上げます。 

 ただいまご説明いたしましたとおり、被用者年金制度が一元化されまして、今

まで共済組合法で、議員の皆さんも公務災害補償の支給に関する根拠法令を共済

組合法に置いたわけですけれども、共済組合法が廃止されまして、被用者年金に

一元化されたということで、根拠の法令が変わったということでございまして、

支給金額、支給率等については変更がないということでご理解いただければと思

っております。 

 次に、損害賠償の額の決定及び和解の報告２件でございます。 

○報告第２５号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 １０４ページをごらんください。こちらにつきましては、救急車両が、災害現

場に停車しておりました一般車両を避けるために、路上に倒れていた相手方の近

くを通行した際に、相手方の爪先をひいてしまいまして、負傷したということで

ございまして、市長の専決事項の指定に基づきまして専決処分をさせていただい

たものでございます。なお、本市の過失割合につきましては１０割でございまし

て、損害賠償額は６７万６０１６円でございます。本市賠償額につきましては、

加入してございます自動車損害の賠償責任に係る任意保険により補塡することに

なります。 

 １０５ページに専決処分書を掲載してございますので、ご確認くださるようお
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願い申し上げます。 

○報告第２６号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 続きまして、１０６ページ。こちらにつきましては、公用車が走行中に、反対

車線の車列の間から飛び出してきた相手方の車両と接触いたしまして、車両に損

傷を与えたものでございまして、市長の専決事項の指定に基づき専決処分をした

ものでございます。１０７ページに専決処分書がございますけれども、本市の過

失割合は２割でございまして、損害賠償額は８万５６０円でございます。賠償額

につきましては、本市が加入している自動車事故の損害賠償に係る任意保険によ

り補塡させていただくことになりますので、専決処分書をご確認くださるようお

願い申し上げます。 

 以上で、１２月定例会に提出いたしました議案等につきまして説明をさせてい

ただきました。 

 なお、任期満了に伴います人権擁護委員の候補者の推薦に係る人事案件１件に

つきまして、議案を追加提出させていただく予定としてございますので、あらか

じめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「ありません」の声あり） 

 ないようですので、以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  お配りしてございます、議会側処理事項（１１月

２４日）をごらんいただきたいと思います。 

 まず、１の請願・陳情の受理状況でございます。４件ございまして、安全・安

心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員について国への意見書提出、それか

ら、１１号が介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善、それから、１２号と１３

号につきましては、私学助成の拡充を国、県に求める陳情でございます。 

 次に、２の選挙管理委員及び補充員の選挙についてでございます。会派代表者

会議におきまして選出方法等をご協議いただいて、人選をお願いいたしました結

果、１１月１６日の会派代表者会議におきまして、議長から、選挙管理委員及び

補充員・被推薦者名簿、これが配付されていると思いますので、ご確認いただき

たいと思いますが、それぞれ報告がございました。１２月定例会の最終日に上程

をすることになりますけれども、選挙の方法についてご協議をお願いをいたしま

す。なお、従来におきましては議長の指名推選によって行うことが例となってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  議会側処理事項については、以上でございます。 

 ただいま説明した内容について、質疑等があればお伺いいたします。（「な

し」と言う者あり） 
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 なしという声がございましたので、それでは、お諮りいたします。選挙管理委

員及び補充員の選挙につきましては、従来どおり、指名推選とし、議長から選挙

管理委員及び補充員・被推薦者名簿のとおり指名することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、本会議において、議長か

ら選挙管理委員及び補充員・被推薦者名簿のとおり指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いたし

ます。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  正副委員長とご協議をさせていただきまして、付

託表の案を作成し、配付させていただいております。 

 市長提出議案１０件でございますが、まず、議案第５３号につきましては総務

常任委員会に付託でございます。議案第５６号、都市公園条例、それから、議案

第６１号、市民農園の指定管理者、議案第６２号、運動公園ほか３公園の指定管

理者、その３件につきましては産業建設常任委員会に付託でございます。戻りま

して、第５４号と５５号、それから５７号から６０号までにつきましては付託省

略でございます。陳情は、先ほどご説明いたしました４件でございまして、いず

れも教育福祉常任委員会に付託でございます。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいま説明した内容について、質疑があればお

伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付託

表のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明します。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  会期の決定につきましては、過日原案をお示しし、

ご了解をいただいておりますので、その内容に基づいて、日程案を作成させてい

ただいております。１１月３０日から１２月１７日までの１８日間となってござ

います。 

・１１月３０日 本会議 提案説明等 

・１２月 １日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ４日 本会議 議案審議 
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・１２月 ８日 委員会・付託審査 

      （総務常任委員会、午前９時３０分） 

      （教育福祉常任委員会、午後１時３０分） 

・１２月 ９日 委員会・付託審査 

      （産業建設常任委員会、午前９時３０分） 

・１２月１１日 一般質問 

・１２月１４日 一般質問 

・１２月１５日 一般質問 

・１２月１７日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につい

ては、配付した内容のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で、１１月

３０日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、その他に何か発言があればお伺いいた

します。（「ありません」の声あり） 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営員会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 

 

午前１０時３分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  平成２７年１１月２４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀  


